
各専門調査会の今後の調査について

専門調査会 役割 調査内容

基本問題専門調査会 男女共同参画の基本的な考え方にかかわる
もの、及び、基本的な考え方にかかわりが深く
国民の関心も高い個別の重要課題について調
査検討。

地方公共団体や身近な地域における男女共同参画
の取組を一層効果的に推進するため、地域レベルの
男女共同参画施策の現状と課題を分析し、今後の施
策の方向性について調査検討・提言を行う。

女性に対する暴力に関
する専門調査会

配偶者からの暴力、性犯罪、売買春・人身取
引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為
等の各分野を念頭におきつつ、今後の施策の
在り方などについて調査検討。

配偶者暴力防止法改正法（平成19年7月11日法律
第113号）の趣旨及び本年３月に公表した「配偶者暴
力防止法の施行状況等について」の報告書を踏まえ、
基本方針の見直しに関する審議を行ったところ。今後
も関連施策の在り方等について調査検討を行う。

仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）に関
する専門調査会

男女がともに、人生の各段階において、仕事、
家庭生活、地域生活、個人の自己啓発等、
様々な活動を自らの希望に沿って展開できる
社会の実現を目指し、仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の推進に係る調査検討。

ワーク・ライフ・バランス社会の実現度指標の開発や、
企業・組織にとってのワーク・ライフ・バランスのメリット
やコストの考え方等について調査検討を行う。

監視・影響調査専門調
査会

各府省において男女共同参画基本計画が確
実に実施されているかについて調査検討を行
うとともに、男女共同参画社会の形成に影響を
及ぼす政府の施策などについて調査検討。

「高齢者の自立した生活に対する支援」を監視・影響
調査のテーマとし、経済面や生活・健康面からの高齢
者の自立支援をめぐる現状と課題について、男女の状
況の違いや現役時のライフスタイルとの関連をふまえ
ながら分析し、男女共同参画の効果的な取組の在り方
について提言する。

また、男女共同参画基本計画（第２次）に掲げられた
施策の各府省における推進状況のフォローアップを行
う予定。



 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正法の概要 

（平成 19 年 7 月 11 日公布、平成 20 年 1 月 11 日施行） 

 

１ 市町村基本計画の策定 

 配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策

定を市町村の努力義務とする。 

 

２ 配偶者暴力相談支援センターに関する改正 

ア 市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センター（以下「支援セン

ター」）としての機能を果たすようにすることを市町村の努力義務とする。 

 イ 支援センターの業務として、被害者の緊急時における安全の確保を明記する。 

 

３ 保護命令制度の拡充 

(1) 生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 

配偶者からその生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受け

る身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいときについても、裁判所は、保護命令を発することとする。 

(2) 電話等を禁止する保護命令 

裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者

に対する次に掲げるいずれの行為も禁止する命令を発することとする。 

① 面会の要求 

② 行動の監視に関する事項を告げること等 

③ 著しく粗野・乱暴な言動 

④ 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール（緊急やむを得ない

場合を除く。） 

⑤ 夜間（午後１０時～午前６時）の電話・ファクシミリ・電子メール（緊急や

むを得ない場合を除く。） 

⑥ 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等 

⑦ 名誉を害する事項を告げること等 

⑧ 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画

の送付等 

 1



 

(3) 被害者の親族等への接近禁止命令 

ア 配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行っ

ていること等の事情があるため必要があると認めるときは、裁判所は、被害者

の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等への接近

禁止命令を発することとする。 

イ アの申立ては、被害者の親族等の同意がある場合に限り、することができる。 

 

４ 裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知 

 保護命令を発した場合において、申立人が支援センターに相談等した旨の記載

が申立書にあるときは、裁判所は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容

を、当該支援センターに通知することとする。 

 

５ 施行期日 

  この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 
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 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の概要（チャート） 
 
                               は改正法に盛り込まれた事項 
 
 

被 害 者 

配偶者暴力相談支援 
センター 

 
○相談 
○カウンセリング 
○一時保護 
○自立支援・保護命令利

用・シェルターの利用

についての情報提供・

助言・関係機関との連

絡調整・その他の援助 

警 察 
 
○暴力の制止 
○被害者の保護 
○被害発生防止 
 のために必要 
 な措置・援助 

 
保護命令 
○接近禁止（６か月） 
○住居からの退去・住居付近のはいかい

禁止（２か月） 
○同居する子への接近禁止（６か月） 
 

発

令 

地裁の請求に基づく書面提出等 

地裁の請求に基 
づく書面提出等 

連 

携 

国 民 
 （医師等） 

情報提供努力義務 

①発見した者による通報 
 の努力義務 
②医師等は通報できる 
（被害者の意思を尊重す 
 るよう努める） 

相 談 
援 助 
保 護 

連 携 

民間団体 福祉事務所 
○自立支援等 
 （母子生活支援施設

への入所、 
保育所への入所、

生活保護の対応、

児童扶養手当の

認定 等） 

連 携 

通知 

電話、ファックス、メ

ール等の禁止を含める 

被害者の親族等への接

近禁止を含める

 
 
地 
 
方 
 
裁 
 
判 
 
所 

緊急時における被害者

の安全の確保を含める 

＊

保護命令の申立て 

保護命令の対象となる配偶者からの暴力 
・ 身体に対する暴力 

生命等に対

する脅迫も

含める 

配偶者暴力

相談支援セ

ンターにも

通知をする 委託 

一

定

の

基

準

を

満

た

す

者

（ 

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
、
母
子
生
活
支
援
施
設 

等
）

相手方

 申立人の

 （事実婚

市町村の努力義務 
○ 基本計画の策定 
○ 支援センターの設置 
保護命令違反に対する罰則 
○１年以下の懲役または 

100万円以下の罰金 
配偶者暴力相談支援センター・警察

への相談等がない場合、公証人面前

宣誓供述書を添付 
 
配偶者・元配偶者 
を含む） 


